
 

平成27年度第５回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 

化学物質審議会平成２７年度第２回安全対策部会 

第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 

【第一部】 

議事次第 

 

 

  日 時   平成２７年９月１８日（金）１３時００分～１４時００分 

場 所   中央合同庁舎５号館１８階６号室 専用第２２会議室 

 

 

  議 題   

１. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が２のポリ塩化ナフタレン、

ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれ

らの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について 

２. その他 

 

 

［配付資料］ 

資料１ 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が２のポリ塩化ナ

フタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外

の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの

指定等について（案） 

資料２ 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が２のポリ塩化ナ

フタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類についての所要の

措置について（案） 

 

 

参考資料１ 委員名簿 

参考資料２ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第７回締約国会議において

決定された事項 

参考資料３ 塩素数が２のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステ

ル類の分解性、蓄積性及び毒性等について 

参考資料４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等（抜粋） 

参考資料５－１ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）

第２４条第１項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会

への諮問について 

参考資料５－２ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学

物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について（諮

問） 

   


